
【令和３年度（第２回）】 

執行官採用選考筆記試験（論文式）問題 

 

第１問 平成２９年法律第４４号（令和２年４月１日施行）による改正後の民法

が適用されるものとして，以下の問いに答えよ。 

Ａは，Ｂに対し，自己所有の絵画（以下「本件絵画」という。）を

代金１００万円で売却し（以下，この売買を「本件売買契約」といい，

本件売買契約の代金債権を「本件代金債権」という。），Ｃは，本件

売買契約の代金支払債務を書面により連帯保証した（各問は独立した

問いとして答えよ。）。 

１ Ａは，本件代金債権をＤに譲渡し，その旨をＢに対して確定日付の

ある証書によって通知したが，ＡはＢに対して本件絵画を引き渡して

いなかった。この場合のＢＤ間，ＣＤ間の法律関係について論ぜよ。 

２ Ａは，Ｂに対して本件絵画を引き渡した後，本件代金債権をＥに譲渡し

て，その旨確定日付（令和３年４月１日）のある証書によって通知を発し，

同通知は同月７日にＢに到達した。他方，Ａは，本件代金債権をＦにも譲

渡して，その旨確定日付（同月３日）のある証書によって通知を発し，同

通知は同月５日にＢに到達した。この場合におけるＢＥ間の法律関係につ

いて論ぜよ。 

（配点：１５０点） 

  

 

第２問 ＸとＹとは２００万円でＸが所有する中古自動車（以下「本件自動車」

という。）をＹに売却する契約を締結し，ＸはＹに本件自動車を引き渡し

たものの，ＹはＸに代金を支払わなかった。以上の事実関係（以下「前提

事実」という。）を前提に，以下の問いに答えよ（以下の各問いは，それ



ぞれ独立したものとする。）。 

１ Ｘは，Ｙに対し，Ａ地方裁判所に，前提事実を記載した訴状を提出し，

代金２００万円を請求する訴訟を提起した（以下，これを「前訴」とい

う。）。前訴が終局する前に，Ｘは，Ｙに対し，Ｂ地方裁判所に同一の内

容の訴状を提出し，訴訟を提起した（以下，これを「後訴」という。）。

後訴を担当する裁判所は，どのような判決をすべきか。 

２ Ｙは，Ｘに対し，Ａ地方裁判所に，前提事実のほか，ＹはＸに代金２０

０万円を支払ったものの，Ｘは支払を受けていない旨主張していると記載

した訴状を提出し，訴訟を提起した（以下，これを「本訴」という。）。

Ｘは，反訴を提起し，Ｙに対し，代金２００万円を請求した（以下，これ

を「反訴」という。）。 

⑴ 裁判所は，本訴・反訴が係属した状態で弁論が終結された場合，本訴

についてどのような判決をすべきか。 

⑵ 上記⑴の回答を前提に，裁判所は，本訴・反訴が係属した場合で弁論

終結前に，どのような訴訟指揮をすることが考えられるか。 

３ Ｘは，Ｙに対し，Ａ地方裁判所に前提事実を記載した訴状を提出し，代

金２００万円を請求する訴訟を提起した（以下，これを「本訴」とい

う。）。他方で，Ｙは，Ｘに対し，消費貸借契約に基づき，貸付金２００

万円の債権（以下「本件債権」という。）を請求する訴訟を提起した（以

下，これを「別訴」という。）。後に，Ｙは，本訴において，本件債権を

自働債権，本訴の訴訟物である代金債権を受働債権とする相殺の抗弁を主

張した。この相殺の抗弁の主張は許されるか。 

（配点：７５点） 

 

 

第３問 執行抗告と執行異議の共通点及び相違点について説明せよ。 

（配点：７５点） 


